
 
   佐伯市造林事業補助金交付要綱 

平成１８年５月２９日付け佐林第２６７号伺定 

改正 平成２０年 ５月２１日 

平成２３年 ３月１０日 
       平成２５年 ４月 １日 

                         平成２７年 ４月 １日 

平成２９年１０月 １日 

平成３０年 １月２５日 

平成３０年 ４月 １日 

令和２年 ７月 １日 

令和４年１０月２８日 

 

（趣旨） 

第１条 市長は、森林資源の整備を図ることによって、森林の有する多面的機能の充実と併せ

て地域の健全な発展に資するため、造林事業を行うものに対し予算の定めるところにより補

助金を交付するものとし、その交付については、佐伯市補助金等交付規則（平成１７年規則

第５６号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。 

（補助対象事業、経費及び補助率） 

第２条 この補助金の対象となる経費及び補助率は、大分県造林事業補助金交付要綱に基づき

佐伯市において実施される森林整備等で別表に定めるとおりとする。 

（補助金の額） 

第３条 この補助金は、予算の範囲内で交付するものとし、その額は、造林事業に要する経費

として大分県知事が算定する標準経費に、第２条に定める補助率を乗じたものとする。 

（補助金の交付、申請並びに実績報告） 

第４条 規則第４条第１項の規定による交付の申請及び規則第１２条に定める実績報告は、造

林事業補助金交付申請書及び実績報告書（様式第１号）によるものとし、造林事業の終了後、

速やかに次の書類を添えて市長が別に定める期日までに市長に提出しなければならない。 

 （１）事業費計算書（別記様式第１号） 

 （２）施業図（別記様式第２号） 

 （３）位置図（５万分の１地形図による） 

 （４）その他市長が必要として認めるもの 

２ 補助金の交付を受けようとする者は、補助金の交付申請及び受領を第３者に委任すること

ができる。委任する場合は、規則第４条第２項第４号に規定する申請者が暴力団関係者でな

いことを誓約した事項を記載した書類は代理人に提出することとする。 

３ 補助金の交付を受けようとする者は、市税を滞納していない者であること。 

（補助条件） 

第５条 この補助金に係る補助条件は、次のとおりとする。 

 （１）補助金の交付を受けた者は、造林補助事業の完了年度の翌年度から起算して５年以内

に当該補助事業の施行地を森林以外の用途へ転用する場合（当該施行地を売渡しもしく

は譲渡し、又は賃借権、地上権等の設定をさせた後、当該事業の施行地が森林以外の用



途へ転用される場合を含む。以下次項において同じ。）又は補助事業施行地上の立木竹

を全面伐採除去する場合は、あらかじめ市長にその旨を届けるとともに、当該転用等に

係る森林につき交付を受け補助金相当額を返還しなければならない。 

 （２）補助金の交付を受けた者は、当該補助金に係る仕入れに係る消費税及び地方消費税（以

下「消費税」という。）相当額（補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当

する額のうち、消費税法（昭和６３年法律第１０８号）に規定する仕入れに係る消費税

額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法（昭和２５年法律第２２６号）に

規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計金額に補助率を乗して得た金額をい

う。以下同じ。）があり、かつ、その金額が明らかな場合には、別記様式第３号により

補助金交付申請書にそのことを明らかにし、補助金の交付を申請しなければならない。

この場合に、市長は消費税等仕入れ控除税額に相当する補助金については、必要に応じ、

減額して額の確定を行うことができる。また、補助事業者は、補助金の額の確定後に、

消費税等の申告により当該補助金にかかる消費税等仕入れ控除税額が確定した場合に

は、別記様式第４号により該当の補助金交付申請番号等を速やかに市長に報告するとと

もに、市長の返還命令をうけて消費税等仕入れ控除税額に相当する補助金を返還しなけ

ればならない。 

 （３）この補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出

についての証拠書類を事業完了の翌年度から起算して５年間整備保存しなければならな

い。 

２ 森林所有者から森林の施業又は経営の委託を受けた者は、前項の補助条件を履行しなけれ

ばならない 

（状況報告及び調査） 

第６条 市長は、補助事業等が適正に行われているかどうかを知るため必要があるときは、補

助事業等の遂行の状況に関し補助事業者から報告させ、または担当職員に実地調査をさせる

ことができる。 

（補助金の交付決定及び額の確定通知） 

第７条 市長は、補助金交付決定及び額を確定したときは、速やかにその額を造林事業補助金

交付決定及び額の確定通知書（様式第２号）により補助金の交付申請者に通知するものとす

る。 

２ 第４条第２項の規定により、補助金の交付の申請について委任を受けた者が第１項の規定

による補助金交付決定及び額の確定通知を受理したときは、速やかに第５条の補助条件を付

して委任者に書面をもって通知しなければならない。 

（補助金の交付請求） 

第８条 第７条第１項の規定により補助金交付決定及び額の確定通知を受けた者が、補助金の

交付を請求しようとするときは、造林事業補助金交付請求書（様式第３号）に市長が必要と

認める書類を添えて市長に提出しなければならない。 

２ 森林組合長等は補助金の交付請求及び受領を大分県森林組合連合会会長に委任することが

できる。 

附 則 

 １ この要綱は、平成１８年４月１日から施行する。 

 ２ この要綱は、平成２０年４月１日から施行する。 



 ３ この要綱は、平成２３年４月１日から施行する。 

 ４ この要綱は、平成２５年４月１日から施行する。 
 ５ この要綱は、平成２７年４月１日から施行する。 

６ この要綱は、平成２９年１０月１日から施行する。 
７ この要綱は、平成３０年 １月２５日から施行する。 
８ この要綱は、平成３０年 ４月 １日から施行する。 
９ この要綱は、令和２年  ７月 １日から施行する。 

１０ この要綱は、令和４年１０月２８日から施行する。 

 

 

 

 

 

別表（第２条関係） 
補助対象経費 補助率 

保育間伐推進緊急対策事業に要する経費 27／100 

再造林地鳥獣防護柵設置促進事業に要する経費 13／100 

再造林促進事業に要する経費 5／100 

大分県造林事業の下刈りに要する経費 

 

13／100 

下刈支援対策

事業に限る。 

5／100 

（上記以外）

除伐支援対策事業に要する経費 27／100 

森林環境保全直接支援事業の間伐に要する経費 13／100 

 


